
北 広 島 市 排 雪 事 業 実 施 基 準  

平成 24年 １ 月 25日改定 

北広島市排雪事業補助金交付要綱第 2 条第 2 項の事業実施

基準を以下のように定める。  

 

１）  市道を補助対象路線とする。ただし、緑道は除く。  

２）  排雪の対象は、道路 内の雪に限り 、宅 地内の雪は対象と し

ない。  

３）  補助対象の排雪回数は、年 1 回とする。  

４）  市が指定する排雪業 者は、市道除 雪委 託事業を受託した 業

者とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでは

ない。  

５）  排雪事業は自治会等 が主体であり 、特 に路上駐車の排除 ・

宅内排雪の監視など地域の協力が不可欠なため、必要人員を

自治会等で確保する。  

６）  排雪事業の補助基準 額設定にあた って は、市内同一価格 と

する。  

７）  排雪実施日は、1 週間前までに受託業者が責任をもって、市

に通知する。  

また、排雪完了後も速やかに受託業者が、市に通知する。  


